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ご
存
じ
で
す
か
？ 

国
民
年
金
の
免
除
制
度

保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態

で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ

た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険

料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付

猶
予
制
度
（
50
歳
未
満
）」
が
あ

り
ま
す
の
で
、
市
役
所
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
納
付
猶
予
制
度
に
つ
い

て
は
、
平
成
28
年
７
月
よ
り
、
対

象
と
な
る
方
が
30
歳
未
満
か
ら
50

歳
未
満
へ
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
28
年
度
の
免
除
等
の
受
付

は
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
７

月
分
か
ら
平
成
29
年
６
月
分
ま
で

の
期
間
を
対
象
と
し
て
、
申
請
者

本
人
の
ほ
か
、
配
偶
者
お
よ
び
世

帯
主
の
方
の
前
年
の
所
得
の
審
査

が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
２
年
１
カ
月
前
の
月
分

ま
で
遡
及
し
て
免
除
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
請
を
忘
れ

て
い
た
た
め
に
未
納
期
間
を
有
し

て
い
る
方
は
市
役
所
ま
た
は
年
金

事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後
発
）医
薬
品
の

利
用
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先

発
医
薬
品
（
新
薬
）
の
特
許
が
切

れ
た
後
に
販
売
さ
れ
、
新
薬
と
ほ

ぼ
同
等
の
効
き
目
を
も
つ
、
厚
生

労
働
省
に
認
め
ら
れ
た
低
価
格
な

薬
で
す
。
薬
の
種
類
に
よ
っ
て

は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
希
望

さ
れ
る
方
は
、
か
か
り
つ
け
の
医

師
や
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。市

で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
の
負
担
軽
減
と
医

療
費
削
減
の
た
め
、『
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
』

を
一
部
の
方
に
送
付
し
ま
す
（
７

月
、
９
月
、
11
月
の
３
回
予
定
）。

こ
れ
は
、
現
在
処
方
さ
れ
て
い
る

新
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切

り
替
え
た
場
合
に
、
自
己
負
担
額

が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ
る
と
見
込

ま
れ
る
方
に
、
切
り
替
え
を
検
討

し
て
い
た
だ
く
た
め
の
通
知
で
す
。

と
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

７
月
10
日
㊐
～
19
日
㊋
は

夏
の
交
通
安
全
運
動

～
ゆ
っ
く
り
と
マ
ナ
ー
を
乗
せ

て　
ふ
む
ペ
ダ
ル
～

夏
休
み
や
海
水
浴
シ
ー
ズ
ン
の

到
来
に
よ
り
、
交
通
量
と
と
も
に

交
通
事
故
の
増
加
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
夏
の
交
通
安
全
運
動
は
、
①

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防

止
②
自
転
車
安
全
利
用
五
則
の
周

知
徹
底
③
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

正
し
い
着
用
の
徹
底
④
飲
酒
運
転

の
根
絶
を
重
点
目
標
に
実
施
さ
れ

ま
す
。

楽
し
い
夏
を
過
ご
す
た
め
に
も

交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
り
ま

し
ょ
う
。

と

生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、
Ｆ

⒇
１
６
０
０

道
路
破
損
個
所
の
補
修

茂
原
市
道
な
ど
の
道
路
補
修
に

つ
い
て
は
、
土
木
管
理
課
が
担
当

し
て
い
ま
す
。
道
路
に
穴
が
開
い

て
い
た
り
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
側

溝
が
壊
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た

ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

と

土
木
管
理
課
（
７
階
）

☎
⒇
１
５
３
７
、
Ｆ

⒇
１
６
０
５

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

思
春
期
保
健
相
談

小
学
校
高
学
年
か
ら
高
校
生
ま

で
の
「
思
春
期
」
と
呼
ば
れ
る
時

期
は
、
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
が
大
き

く
成
長
す
る
時
期
で
す
。
成
長
の

ス
ピ
ー
ド
は
み
ん
な
違
っ
て
当
た

り
前
で
す
が
、
そ
の
成
長
ゆ
え

に
、
誰
に
も
相
談
で
き
ず
一
人
で

抱
え
て
い
る
こ
と
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
思

春
期
の
お
子
さ
ん
を
持
つ
保
護
者

の
悩
み
に
つ
い
て
も
個
別
で
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◆
日
時　

８
月
４
日
㊍
９
時
30
分
～
12
時

◆
相
談
方
法
（
助
産
師
個
別
対
応
）

１
人
45
分
間
の
相
談
（
要
予

約
）
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
。

と

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
�
１
７
２
５
、
Ｆ
�
１
８
６
５

自
衛
官
等
を
募
集

防
衛
省
、
自
衛
隊
で
は
、
次
の
と

お
り
自
衛
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
種
目
＝
①
航
空
学
生
（
パ

イ
ロ
ッ
ト
）
②
一
般
曹
候
補
生
③

自
衛
官
候
補
生
／
応
募
資
格
＝
①

高
卒
（
見
込
含
）
21
歳
未
満
②
18

集
募

歳
以
上
27
歳
未
満
③
平
成
29
年
３

月
高
等
学
校
等
卒
業
予
定
者
（
男

子
）、
18
歳
以
上
27
歳
未
満
（
男

女
）／
受
付
期
間
＝
７
月
１
日
㊎

～（
要
問
合
せ
）／
試
験
期
日
お
よ

び
合
格
発
表
＝
要
問
合
せ
／
入
隊

（
校
）
＝
平
成
29
年
３
月
下
旬
～
４

月
上
旬

と
自
衛
隊
茂
原
地
域
事
務
所

☎
�
０
４
５
２

平
成
28
年
度 

交
通
災
害
共
済
一
般
会
員
募
集

万
一
の
交
通
事
故
に
備
え
て
交

通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
せ
ん

か
。
現
在
加
入
さ
れ
て
い
る
方

は
、
８
月
31
日
で
共
済
期
間
が
切

れ
ま
す
の
で
、
再
加
入
の
手
続
き

を
忘
れ
ず
に
し
ま
し
ょ
う
。

加
入
申
込
書
お
よ
び
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
は
自
治
会
を
通
じ
て
配
布

す
る
ほ
か
、
受
付
場
所
に
も
ご
用

意
し
て
い
ま
す
。

◆
加
入
で
き
る
方
＝
茂
原
市
に
居

住
し
て
い
る
方

◆
共
済
期
間
＝
９
月
１
日
～
平
成

29
年
８
月
31
日

◆
共
済
会
費
＝
年
額
７
０
０
円

◆
受
付
期
限
＝
８
月
31
日
㊌

◆
受
付
場
所
＝
生
活
課
、本
納
支
所

と
生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

に
、
耐
震
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
26
日
㊐
／
個
別
簡

易
耐
震
相
談
＝
13
時
～
17
時
（
時

間
は
１
組
50
分
程
度
）／
場
所
＝

市
役
所
８
階
８
０
１
会
議
室
／
申

込
方
法
＝
事
前
電
話
予
約
制
（
先

着
４
組
・
相
談
無
料
）／
申
込
期

間
＝
６
月
１
日
㊌
～
17
日
㊎
（
土

日
を
除
く
９
時
～
17
時
）

と

建
築
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
８
８
、
Ｆ
⒇
１
６
０
６

不
法
電
波
は
い
け
ま
せ
ん
！

総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
か
ら

10
日
ま
で
を
「
電
波
利
用
環
境
保

護
周
知
啓
発
強
化
期
間
」
と
し

て
、
電
波
を
正
し
く
利
用
し
て
い

た
だ
く
た
め
の
周
知
・
啓
発
活
動

お
よ
び
不
法
無
線
局
の
取
締
り
を

強
化
し
ま
す
。

電
波
は
暮
ら
し
の
中
で
欠
か
せ
な

い
大
切
な
も
の
で
す
。
電
波
の
ル
ー

ル
は
み
ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

と
関
東
総
合
通
信
局

不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害　

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
３
９

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害　

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
４
５

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
受

信
相
談

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
４
４

お
知
ら
せ
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